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平
成
　
年
度
に
小
学
校
へ
入
学

２６

さ
れ
る
方
の
健
康
診
断
を
次
の
と

お
り
実
施
し
ま
す
。
保
護
者
の
方

ま
た
は
保
護
者
に
代
わ
る
方
が
お

付
き
添
い
の
う
え
受
診
し
て
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
対
象
者
の
ご
家
庭
に
は
、

　
月
４
日
に
案
内
文
書
を
郵
送
し

１０て
い
ま
す
が
、　

月
中
旬
ま
で
に

１０

お
手
元
に
届
か
な
い
場
合
は
、
下

記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
者

　
平
成
　
年
度
就
学
予
定
者
（
平

２６

成
　
年
４
月
２
日
～
平
成
　
年
４

１９

２０

月
１
日
に
生
ま
れ
た
方
）

日
程
・
受
診
会
場

・
早
来
地
区
　
　
月
　
日
（
水
）

１０

２３

　
会
場
　
早
来
小
学
校
（
右
記
対

象
者
の
う
ち
安
平
小
学
校
・
遠
浅

小
学
校
・
早
来
小
学
校
就
学
予
定

者
）

・
追
分
地
区
　
　
月
　
日
（
木
）

１０

２４

　
会
場
　
追
分
小
学
校
（
右
記
対

象
者
の
う
ち
追
分
小
学
校
就
学
予

定
者
）

※
指
定
さ
れ
た
日
程
・
受
診
会
場

で
受
診
で
き
な
い
場
合
は
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

時
間
（
両
会
場
同
じ
）

受
付
　
　
時
～
　
時
　
分

１３

１３

１５

　
　
　
　
　
※
　
時
終
了
予
定

１６

内
容
　
視
力
検
査
、
聴
力
検
査
、

知
能
検
査
、
身
長
・
体
重
計
測
、

内
科
検
診
、
歯
科
検
診

問
合
せ

教
育
委
員
会
学
校
教
育
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
　
　
　
緯
栄
２
０
８
３

　
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
家
庭
で
生

活
で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
を
自
分

の
家
庭
に
迎
え
入
れ
養
育
す
る
の

が
「
里
親
制
度
」
で
す
。

　
養
育
に
適
し
た
環
境
に
住
ま
わ

れ
、
子
ど
も
へ
の
理
解
と
愛
情
・

養
育
に
対
す
る
熱
意
の
あ
る
方
を

求
め
て
い
ま
す
。

　
里
親
に
な
り
た
い
方
、
制
度
や

要
件
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
知
り

た
い
方
は
、
左
記
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

室
蘭
児
童
相
談
所

　
　
　
緯
０
１
４
３
瑛
４
１
５
２

教
育
委
員
会
子
育
て
支
援
グ
ル
ー

プ
　
　
　
　
　
　
緯
浦
２
０
８
３

平
成
　
年
度
就
学
予
定
児
童
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「
就
学
時
健
康
診
断
」

お
知
ら
せ

里
親
制
度
を
ご
存
知
で
す
か

　
次
の
と
お
り
、
子
宮
が
ん
検
診

を
実
施
し
ま
す
の
で
、
受
診
を
希

望
さ
れ
る
方
は
期
日
ま
で
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

検
診
料
金
・
免
除
要
件

　
左
表
の
と
お
り

　
　
※
自
己
負
担
額
は
当
日
徴
収

検
診
日
　

　
　
　
月
　
日
（
金
）

１１

２９

会
場
・
時
間

・
保
健
セ
ン
タ
ー
　
８
時
　
分
～

３０

・
ぬ
く
も
り
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
時
　
分
～

１２

３０

申
込
期
限

　
　
　
月
　
日
（
月
）

１０

２８

そ
の
他
　
左
表
の
免
除
要
件
①
か

ら
④
に
該
当
す
る
方
は
、
当
日
受

給
者
証
な
ど
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

申
込
み
電
話

健
康
福
祉
課
健
康
推
進
グ

ル
ー
プ
　
　
察
浦
２
４
２
５

※
お
申
込
み
は
電
話
で
受
付
け
ま

す
。
お
電
話
の
お
か
け
間
違
い
の

な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

検　診　料　金

自己負担額年齢要件検診項目

１，０００円　
２０歳以上の女性

子宮がん検診

２００円　経膣超音波検診

注）平成２４年度受診者は、今回受診することがで
きません（クーポン券を使用した場合は除く）。

　免除の要件　　　

陰安平町重度心身障害者及びひとり親家庭などの

医療受給資格をお持ちの方

隠特定疾患医療受給者証をお持ちの方

韻自立支援医療受給者証をお持ちの方

吋障害福祉サービスのうち、就労支援を受けてい

る方（福祉サービス受給者証）

右検診当日において満７０歳以上の方

宇生活保護法による被保護世帯の方

烏平成２５年度町民税非課税世帯の方

※陰から吋に該当する方は受給者証が必要

子
宮
が
ん
検
診
を

実
施
し
ま
す

北海道最低賃金が改定されます
　　最低賃金額　　　時間額　７４３円

　　効力発生年月日　平成２５年１０月１８日

　北海道内の事業者及びその事業場で働くすべて

の労働者（臨時、パートタイマー、アルバイト等）

に適用されます。

厚生労働省・北海道労働局・労働基準監督署

問合せ　苫小牧労働基準監督署緯０１４４‐３３‐７３９６

貸金業に関する苦情・相談は

専用フリーダイヤルをご利用ください

　北海道では、フリーダイヤルを設置し、貸金

業に関する苦情や相談を受け付けています。

　　　　毎週月・金（祝祭日を除く）

　　　　１０時～１２時／１３時～１６時

フリーダイヤル０１２０‐１‐７８３７２
北海道環境生活部消費者安全化課


